
防府市学校給食センター運営委員会設置要綱 

               平成１８年７月２４日制定  

（趣旨） 

第１条 この要綱は、防府市学校給食センター運営委員会（以下「運営委員会」

という。）の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。 

 （所掌事務） 

第２条  運営委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。 

(１) 防府市学校給食センター（以下｢給食センター｣という。）の管理及び運

営計画に関すること。 

 (２) その他、給食センターの運営に必要な事項に関すること。 

 （委員） 

第３条 運営委員会の委員（以下｢委員｣という。）は、次の各号に掲げる者のう

ちから防府市教育委員会（以下｢教育委員会｣という。）が委嘱する。 

(１) 中学校長の代表者  

(２) 中学校保護者の代表者  

(３) 学校医の代表者     

(４) 学識経験を有する者 

(５) 前各号に掲げる者のほか教育委員会が認めた者 

 （任期） 

第４条  委員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （組織） 

第５条  運営委員会に委員の互選による正副委員長各１人を置く。 

２ 委員長は、運営委員会を代表し会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるときは、その職務を代理

する｡ 

 （会議） 

第６条 運営委員会は、必要に応じて委員長が招集する。 

２ 運営委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができ

ない。 



３ 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長

の決するところによる。 

（庶務） 

第７条 運営委員会の庶務は、教育委員会学校教育課で処理する。 

 （委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１８年７月２４日から施行する。 

   附 則    

 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

 １ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 ２ 令和４年度事業については、なお従前の例による。 


